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（事例2）　食料品製造業
　　　　　　　‒ 改善に対する判断が早くなり、進捗管理が容易に ! ‒

1　規模

     85 名 ( 全社 800 名 )

2　リスクアセスメント等実施体制

3　リスクアセスメント等導入時期

  　平成 19 年 5 月

4　リスクアセスメント等導入のきっかけ

  (1)　効果的な労働安全衛生活動にしていくため。

 (2)　労働安全衛生法改正 ( 平成 18 年 4 月 ) により、リスクアセスメントが努

　　力義務化されたため。

5　「危険性又は有害性の特定」で成功した事例又は苦労 ( 失敗 ) した事例

  (1)　リスクアセスメントは、その手法と理解が必要であり、安全管理者の安

　　全管理者選任時研修の受講はもとより、他の管理者についても受講してお

　　ります。

　　　現時点では、リスクアセスメントの考え方をもとに、安全パトロールで

　　確認された不安全箇所において、リスクを評価する練習を実施している段

　　階です。

  (2)　危険性・有害性の特定については、生産部門だけでなく、生産技術課等

　　の他部門も含めて行うと、特定に見逃しがないように思えます。

6　「リスクの見積り」で成功した事例又は苦労 ( 失敗 ) した事例

　　難しいところは、「ケガをした時の程度」の評価で、この点は最悪のこと

　を想定すると、他の「近づく頻度」、「ケガを起こす可能性」の評価が高くな

　くても、総合ポイントが必要以上に高くなることがある点です。

7　「リスクアセスメント実施状況の記録と見直し」で成功した事例又は苦労

　( 失敗 ) した事例

　　記録はリスク評価シートで行っておりますが、見直しにつきましては現時点

　　

実施体制 役職等

統括管理 工場長 ( 総括安全衛生管理者 )

実施管理 製造課長 ( 安全管理者 )

作業指揮 班長 ( 職長 )
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　では実施できておりません。職長クラス ( 班長 ) の教育を優先課題として　

　おります。

8　リスクアセスメントの効果

　 リスクに客観的な優先順位をつけることができるこの手法は、雑多なリス

　クを整理することができるため、改善に対する判断が以前よりも早くなり、

　併せて進捗管理が容易になりました。　
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